
事例紹介
～働き方改革関連法～



（１）題材とする議員立法

働き方改革関連法

✔ 過労死、長時間労働などが社会問題化

閣
法
の
動
き

世論、社会経済情勢の変化

✔ 正規雇用と非正規雇用の待遇格差の是正な
どを求める世論

✔ 多様で柔軟な働き方を求める世論



平成29年３月28日
政府が「働き方改革実行計画」を決定し公表

平成29年９月15日
厚生労働省の労働政策審議会において「働き方改革関連
法案」の要綱の審議が終了
⇒ 衆議院の解散を経て、平成30年の国会には「働き方
改革関連法案」が提出される可能性が高まった

閣
法
の
動
き



（２ｰ１）対案（国民民主党案）
① 立案依頼

成 立

平成３０年1月上旬

民進党・希望の党（後に国民民主党）より「働き方改革関連
法案」の対案を検討したいとの連絡
⇒ 衆議院法制局に立案依頼

政策構想を練るスタートの段階から補佐

法的観点からのアドバイス、法制度に関する調査、議論の整理
などをサポート

社会的に大きな注目を集める
問題への政策的対応に関与

「民進党・希望の党の合同部会」における政策議
論をサポートし、政策構想の具体化を手伝ってほ
しい」

法制度化
の検討

条文化作業

党内手続

国会審議

提 出

立案依頼



（２ｰ１）対案（国民民主党案）
② 法制度化の検討

成 立

条文化作業

党内手続

国会審議

提 出

法制度化
の検討

立案依頼 平成３０年１月上旬～ 法制度化の検討

勤務間インター
バル規制を導入
するべきではな
いか

働き方の原則に
ついて、法律に
規定するべきで
はないか

インターバル規制
を導入するための
労働基準法の改
正を検討

働き方の原則を規
定するための雇用
対策法の改正を
検討

法的素養に加え、
幅広い視野が求められる作業



（２ｰ２）対案（立憲民主党案）
① 立案依頼

成 立

条文化作業

党内手続

国会審議

提 出

平成３０年1月中旬

立憲民主党より「働き方改革関連法案」の対案を検討したいと
の連絡
⇒ 衆議院法制局に立案依頼

同一の案件について、

複数の政党から立案依頼

立案依頼

法制度化
の検討

厳格な守秘義務のもと、公正・中立に両党の対案作成
をサポートする



（２ｰ２）対案（立憲民主党案）
② 法制度化の検討

成 立

条文化作業

党内手続

国会審議

提 出

法制度化
の検討

立案依頼

残業時間の上
限規制をより
厳格にするべ
きではないか

正規と非正規
労働者の間
の待遇差につ
いてどのよう
に是正するか

残業時間の上限に
ついて閣法とは異
なる法改正を検討

閣法の内容では
不十分であり、よ
り効果的な是正策
を検討

柔軟な発想が求められる創造的な作業

平成３０年１月上旬～ 法制度化の検討



（２ｰ３）対案（立憲案・国民案）
① 条文化作業

成 立

法制度化
の検討

条文化作業

党内手続

国会審議

提 出

立案依頼 立憲民主党、国民民主党内で法制度の骨格が決定

表現の正確さ・簡潔さ・平易さのバランスに留意しつつ、固まった
法制度設計を具体的な条文の形に（局内審査を経て確定）

立法技術を駆使した専門的・技術的な作業

⇒ 条文化作業が本格化

✔国会の審議スタートの日程が迫る
✔審議の日程に法案を間に合わせるべく、課員が一丸となって
条文化作業を進める



（２ｰ３）対案（立憲案、国民案）
② 党内手続～提出

成 立

法制度化
の検討

国会審議

提 出

立案依頼

条文化作業

党内手続

平成３０年４月
立憲民主党、国民民主党の党内手続（法案を国会に提出する
ために必要な政党の内部手続）をサポート

党内手続・他党への説明のいずれにおいても、説明資料の作成・
法案説明の補佐・質問への対応など、依頼議員を補佐

法案の命運にかかわる
重要な仕事



（２ｰ３）対案（立憲案、国民案）
③ 国会審議

成 立

法制度化
の検討

党内手続

立案依頼

条文化作業

国会審議

提 出

事前に想定問答・答弁資料を作成し、審議当日も国会答弁を
補佐

やり直しのきかない緊張の局面

衆議院法制局
職 員

補佐

平成３０年５月８日

立憲民主党案、国民民主党案の２法案が同日に国会へ提出
閣法、立憲民主党の法案、国民民主党の法案の３案が一括して審
議されることになった

⇒ 同日に２法案を提出



（３）修正案
① 立案依頼

平成３０年５月中旬
自民、公明、維新、希望の党の間で閣法の一部を
修正する修正協議が合意

⇒衆議院法制局に修正案の立案依頼

○ すでに法案の採決に向けた日程協議
が大詰めを迎えていた

○ 厳しい時間的制限のもと、修正案の立
案がスタート

立案依頼

成 立

法制度化
の検討

条文化作業

党内手続

提 出

国会審議



（３）修正案
② 法制度化検討～国会質疑

国会審議

平成３０年５月２３日
修正案の立案（局内審査を経て確定）

「働き方改革関連法案に対する修正案」が自民、公明、維新よ
り提出

平成３０年５月２５日

衆議院厚生労働委員会にて、①閣法、②立憲民主党案、
③国民民主党案、④修正案について審議
②～④について衆議院法制局が立案し、審議をサポート

法制度化
の検討

条文化作業

党内手続

提 出

成 立

立案依頼

衆議院法制局
職 員

衆議院法制局
職 員

補佐
補佐



（３）修正案
③ 採決

成 立

法制度化
の検討

条文化作業

党内手続

提 出

立案依頼

国会審議

平成３０年５月２５日

衆議院厚生労働委員会にて採決
修正案について賛成多数で可決され、修正議決すべきもの
と決せられた

⇒ 採決

長かった衆議院における審議が終了

感慨もひとしお



（４）働き方改革関連法案 その後

成立・公布
⇒ 国会により修正された「働き方改革関連法案」が成立

平成３０年７月６日法律第７１号 公布

まさに「六法全書に残る仕事」

立案依頼

法制度化
の検討

条文化作業

党内手続

提 出

国会審議

成 立

社会に大きな影響を与える法案について、法制面から
国会における議論をサポートすることができた



（５）複数の対案と修正案の補佐

平成30年 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

国民
民主党案

立憲
民主党案

修正案

立案
依頼

法制度化
の検討

条文化
作業

提出
・

審議

党内
手続

立案
依頼

法制度化
の検討

条文化
作業

提出
・

審議

党内
手続

依頼
・

法制
度化
・

条文
作業
・

審議

参議院の
審議・成立



（６）衆議院法制局の仕事の特徴

○ 厳格な守秘義務のもと、公正・中立に各政党・各議員の法案
作成をサポート

○ 中立とは、一定の距離を置くという意味ではない

○ 依頼を受けた全ての政党・議員に対して、等しく全力で寄り添
いサポートするという意味での中立

衆議院法制局の醍醐味
全ての政党・会派の議員
をサポートする



4
9

皆さんと一緒に働ける日が来ることを
楽しみにしています。

ご視聴ありがとうございました。


